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【建設工事】別送書類一覧  

 

① 電子調達共同システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）参加自治体の共通審査項目に関する書類  

申請先自治体の中から、代表して入札参加資格申請要件を審査する自治体（以下「代表

審査自治体」という。）が申請画面で示されますので、その自治体が審査を行うこととな

ります。  

 

書類名  摘   要  

納税証明書

（国税）  

代 表 審 査 自

治 体 が 豊 川

市の場合  

次の書類を豊川市へ提出してください。  

⑴法人の方  

納税証明書「その３の３」(法人税、消費税及び地方消

費税）  

⑵個人の方  

納税証明書「その３の２」（申告所得税及び復興特別所

得税、消費税及び地方消費税）  

※  本店所在地を管轄する税務署（窓口又はオンライン

http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei2.htm）

で交付を受けることができます。  

代 表 審 査 自

治 体 が 豊 川

市 以 外 の 場

合  

豊川市に提出する書類はありません。  

上記の書類を、申請画面で表示された代表審査自治体に

送付してください。  

納税証明書

（愛知県税） 

代 表 審 査 自

治 体 が 愛 知

県の場合  

豊川市に提出する書類はありません。  

申請時に入力した課税番号で愛知県が納税状況を確認し

ます。ただし、納税状況が確認できない場合は、愛知県県

税事務所発行の納税証明書を求めることがあります。  

 

代 表 審 査 自

治 体 が 豊 川

市の場合  

次のいずれかの書類を豊川市に提出してください。  

【愛知県に納税義務がある方】  

⑴  法人の方  

愛知県県税事務所が発行した納税証明書（未納税額が

ないこと用）（法人県民税、法人事業税・特別法人事業税

及び地方法人特別税並びに自動車税種別割）  

⑵  個人の方  

愛知県県税事務所が発行した納税証明書（未納税額が

ないこと用）（個人事業税及び自動車税種別割）  

【愛知県に納税義務がない方】  

法人、個人とも「愛知県税の納税義務がないことの申

出書」  

代 表 審 査 自

治 体 が 上 記

以外の場合  

豊川市に提出する書類はありません。  

上記の書類を、申請画面で表示された代表審査自治体に

送付してください。  
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② 豊川市が独自に必要とする書類  

書類名  摘要  

納税証明書

（豊川市税） 

【豊川市に納税義務がある方のみ】  

法人、個人とも豊川市が指定する「滞納のない証明書」  

※豊川市役所財務部資産税課にて発行（各支所、プリオ窓口センターでは発

行できません。）  

健康保険及  

び厚生年金  

保険に加入  

しているこ

とが確認で  

きる書類  

最新の経営事項審査結果通

知書において、「健康保険加

入の有無」及び「厚生年金保

険加入の有無」欄が「有」又 

は「除外」になっている方  

豊川市に提出する書類はありません。  

最新の経営事項審査結果通

知書において、「健康保険加

入の有無」及び「厚生年金保

険加入の有無」欄が「無」に 

なっている方  

以下のいずれかの書類を提出してください。  

・直近１月分の社会保険料の領収書の写し  

・健康保険組合に加入している場合は、健康

保険組合の保険料の領収書及び厚生年金保

険の領収書の写し  

・標準報酬月額決定通知書の写し  

・社会保険料納入証明書  

・健康保険・厚生年金保険新規適用届（事業

主控）の写し（納入実績がない場合）  

・届出の義務がない場合は、別紙様式１  

雇用保険に

加入してい

ることが確

認できる書  

類  

最新の経営事項審査結果通  

知書において、「雇用保険  

加入の有無」欄が「有」又  

は「除外」になっている方  

豊川市に提出する書類はありません。  

 

最新の経営事項審査結果通  

知書において、「雇用保険  

加入の有無」欄が「無」に  

なっている方  

労働保険概算保険料申告書（事業主控）の写

し及び以下のいずれかの書類を提出してくだ

さい（直近のもの）。  

・直近の雇用保険料の領収書の写し（分割納

付の場合は直近の1回分）  

・労働保険に関する事務処理を労働保険事務

組合に委託している場合は、労働保険事務

組合発行の保険料の領収書の写し  

・公共職業安定所の発行する労働保険概算保

険料の納入証明書  

・届出の義務がない場合は、別紙様式１  

※別送書類（各種証明書等）は、申請日において発行日より３か月以内のものとします。

（写し可）  

※豊川市以外の申請先自治体が必要とする別送書類については、申請入力内容のデータ送

信後の到達確認画面で確認できます。  


